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「北本市開発行為等の指導に関する要綱第１０条関係」 

 

道路整備基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、北本市開発行為等の指導に関する要綱（平成１５年告

示第２２０号）第１０条の規定に基づき、開発行為等に係る道路の整

備に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 基本的事項 

道路は、都市計画において定められた道路及び事業区域外の道路の

機能を阻害することなく、かつ、事業区域外にある道路と接続する必

要があるときは、これらの道路の機能が有効に発揮されるよう設計す

るものとし、計画立案に当たって事前に市と協議するものとする。 

３ 道路の幅員 

主要となる道路の幅員は、別表１によるものとする。 

４ 道路の構造 

⑴ 道路の構造は、別紙１により、市と協議するものとする。 

⑵ 幅員が９メートル以上の道路は、歩車道を分離する。 

⑶ 道路が交差又は接続する箇所には、別表２により隅切りを設ける

ものとする。 

⑷ 電柱、ごみ集積所等通行上又は管理上支障となる施設は、道路に

設けないものとする。 

５ 出入口の設置 

出入口の設置については、別紙２のとおりとする。 

６ 交通安全施設等の設置 

⑴ 必要な箇所に道路照明又は防犯灯を設置し、その構造はＬＥＤ灯

（自動点滅機能付・防雨型・消費電力９．１ワット相当）とする。 

⑵ 必要な箇所に道路反射鏡を設置し、鏡面部はアクリル・超親水性

コーティング仕様とする。また、「北本市」と市の指定する管理番

号を記載したシールを支柱に貼付する。 

⑶ 袋路状道路の起点付近に「この先行き止まり」を路面に塗布する。 
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⑷ 開発道路又は道路位置指定が既存道路に接する箇所には、Ｔ字マ

ーク又は十字マークを塗布し、また、必要な箇所にドット線を塗布

する。ただし、開発道路又は道路位置指定が袋路状道路の場合は、

十字マーク又はＴ字マークを塗布しなくてよい。 

７ その他 

⑴ 北本市開発行為等の指導に関する要綱の適用がない場合において

も、「北本市道路占用工事等」の道路整備基準として取り扱うもの

とする。 

⑵ やむを得ない理由等で協議事項の完成が遅れる場合は確約書を提

出する。 

 

附 則 

この基準は、平成１６年１月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成１９年１月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 
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附 則 

この基準は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表１ 

道路幅員基準 

開発区域の面積 区域内道路の幅員 

３，０００㎡未満 ４．５ｍ以上 

３，０００㎡以上６，０００㎡未満 ５．０ｍ以上 

６，０００㎡以上 ６．０ｍ以上 

 

 

別表２ 

 隅切り基準 （単位：メートル） 

道路幅員 40m 以上 
20m 以上 

40m 未満 

15m 以上 

20m 未満 

12m 以上 

15m 未満 

10m 以上 

12m 未満 

 6m 以上 

10m 未満 

 4m 以上 

 6m 未満 

40m 以上 

１２ 

１５ 

 ８ 

      

20m 以上 

40m 未満 
 

１０ 

１２ 

 ８ 

     

15m 以上 

20m 未満 
  

 ８ 

１０ 

 ６ 

    

12m 以上 

15m 未満 
   

６ 

８ 

５ 

   

10m 以上 

12m 未満 
    

５ 

６ 

４ 

  

 6m 以上 

10m 未満 
       

 4m 以上 

 6m 未満 

上段：交差角 ９０度前後 

中段：交差角 ６０度以下 

下段：交差角１２０度以上 

  

３ 

４ 

２ 

※ 特別な理由がある場合で、片側隅切りを認める際の長さは、該当する

基準の１級上位の基準を適用する。  
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別紙１ 

北本市道路構造基準 

 

１ 道路幅員５．０メートル未満 

 

 

 

２ 道路幅員５．０メートル以上 

 

 

 

※ 縦断勾配は原則として０．５％以上とすること。 

※ 道路側溝を道路境界から５センチメートル程度内側に設置する場合は、

道路側溝と道路境界との間をモルタル等で間詰めし、道路と一体の構造

とすること。 

※ 浸透側溝は、公共下水道管がない箇所（浄化槽区域）及び地下水位の

高い箇所には使用しないこと。 

※ 路盤材について、再生材を使用する場合は、市と協議すること。 

 

表層 再生密粒度アスコン（１３）ｔ＝５㎝ 

Ａｓ乳剤 プライムコート ＰＫ－３ 

上層路盤 粒調砕石ｔ＝２０㎝ 

下層路盤 切込砕石ｔ＝２０㎝ 

１．５～２．０％ １．５～２．０％ 

５．０ｍ以上 

表層 再生密粒度アスコン（１３）ｔ＝５㎝ 

Ａｓ乳剤 プライムコート ＰＫ－３ 

上層路盤 粒調砕石ｔ＝１５㎝ 

下層路盤 切込砕石ｔ＝２０cm 

１．５～２．０％ １．５～２．０％ 

５．０ｍ未満 
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長尺Ｕ型浸透側溝３００（消音型） 

 

 

 

集水桝□５００×５００ 

 

 

 

 

長尺Ｕ型浸透側溝２４０（消音型） 

 

 

 

ＢＯＸカルバート 

 

 

 

Ｂ型配列 

 
※ 普通蓋と網付蓋を交互に入れ、８枚目ごとに

手掛け蓋を設置すること。 

※ 網付蓋は、車道側に網を向けて設置すること。 

※ 網付蓋は、セラミック製又はステンレス製と

すること。 

※ 側溝蓋は、側面排水型であっても可とする。 

※ 水道管路の排泥弁部についてはグレーチング

蓋を設置すること。 

 

4 枚目 5 枚目 6 枚目 7 枚目 

車道側 

民地側 

8 枚目 

2
5
0 

4
5
0 

1
0
0 

RC40-0 

コンクリート(18-8-25) 

T-25 

1
0
0 

1
0
0 

1
0
0 

80 400 80 

660 

1
0
0 

RC40-0 

240 
510 

150 120 

2
4
0 

1
0
0 

1
0
0 

610 

1
5
0 

RC40-0 

500 150 150 

1
5
0 

6
5
0 

1
0
0 

900 

コンクリート(18-8-25) 

グレーチング蓋(鎖付) 

T-25(細目) 5
0
0 

1
5
0 

1
5
0 

1
0
0 

RC40-0 

300 
570 

150 120 
3
0
0 

1
0
0 

1
0
0 

670 
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別紙２ 

自動車の出入口の設置基準 

 

１ 出入口の設置場所 

⑴ 出入口の設置場所は、次に掲げる場所以外であって、道路交通上

支障がない場所とする。 

ア 道路の交差部、接続部又は屈曲部から５メートル以内の箇所 

イ 横断歩道（停止線）から５メートル以内の箇所 

ウ バス停留所から１０メートル以内の箇所及びバス停車場の箇所 

エ 消防用施設の設置場所から５メートル以内の箇所 

オ 火災報知器の設置場所から１メートル以内の箇所 

カ 地下道の出入口又は横断歩道橋の昇降口から５メートル以内の

箇所 

キ 踏切及び踏切の前後の側端から１０メートル以内の箇所 

ク 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認

定こども園、保育所、児童発達支援センター、情緒障害児短期治

療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０メート

ル以内の箇所。ただし、出入口に接した歩道に柵の設けられてな

い場合及び出入口に接する歩道がなく、かつ、車線が柵等の工作

物により往復の方向別に分離されていない場合においては、出入

口の反対側及びその左右２０メートル以内の箇所も含む。 

ケ 道路管理上又は交通安全上支障があると認められる箇所 

⑵ 出入口は、道路上の街路樹、道路標識、道路照明灯、道路反射鏡、

その他の道路施設の移設を生ずる必要ない位置とする。また、やむ

を得ない理由により道路施設の移設を行う場合は、当該道路施設の

管理者と十分に調整を行うこと。なお、道路施設の移設費用は、設

置者の負担とする。ただし、北本市が管理しているもので、民地内

に設置しているものはこの限りでない。 

２ 出入口の数 

出入口の設置は、同一路線について１箇所とする。ただし、交通上

等の理由により特に必要と認められる場合で、かつ相互の間隔を８メ
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ートル以上とするときは、２箇所設置することができる。 

３ 開口部の幅 

⑴ 自動車の種類による開口部の幅 

自動車の種類による開口部の幅は、次によるものとする。 

ア 小型自動車 原則として４．２メートル以下とする。ただし、

以下のいずれかの条件を満たす場合に限り、出入口の開口部の幅

を片側１メートルの範囲内で加算することができる。 

（ア）追突事故を防止する等円滑な道路交通を確保するためにやむ

を得ない場合 

（イ）不特定多数の車両の出入りが想定され、道路構造物の損傷を

防止するため必要があると認められる場合 

イ 大型自動車 原則として８メートル以下とする。 

ウ それ以外の自動車 軌跡図により協議し、開口部の幅（最大１

２メートル）を決定する。 

⑵ 車両を並列駐車する場合の開口部の幅 

車両を２台以上並列に駐車する場合の開口部の幅は、次によるも

のとする。 

ア ２台並列駐車 ５メートル以下とする。 

イ ３台並列駐車 ６メートル以下とする。 

ウ ４台以上並列駐車 現状により開口部の幅を定め、開口幅が６

メートル以上とならないよう中間点に縁石等を設けるものとする。 

４ 車両乗り入れ部の構造 

⑴ 歩道に車両の乗り入れ部を設ける場合は、当該歩道の組成を下表

の車両乗り入れ用の組成に変更すること。また、歩道に道路側溝が

ある場合は、横断用側溝に敷設替えをすること。 

出入口（歩道）部標準組成表 

 
表層 路盤 

舗装 切込砕石 

一般部（再生密粒度アスコン(１３)） ３㎝ １０㎝ 

一般部（透水性舗装） ４㎝ １０㎝ 

車両乗り入れ部（小型自動車） ５㎝ ２５㎝ 
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※ 車両乗り入れ部は、原則として再生密粒度アスコン（１３）と

し、大型自動車の乗り入れ部は、別途協議すること。 

⑵ 共同住宅若しくは長屋又は公共用若しくは営業用の目的で大型車

及び多数の自動車を出入りさせる場合は、小断面のボックスカルバ

ート又は横断用側溝Ｚアングル付（グレーチング蓋（細目・ｔ－２

５））とし、ボルト部にはゴムキャップを取り付けること。 

⑶ ⑴及び⑵に該当しないものについては、道路管理者の指示により

決定する。 

⑷ 歩車道ブロック等に出入口を設置する場合、斜ブロックの箇所に

全方向型視線誘導標（反射板）を設置すること。 
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開発道路交通安全施設（区画線）の設置 

 

 

※ 袋路状道路の場合、「この先行き止まり」を塗布すること。 

※ 既設道路に十字マーク又はＴ字マークを塗布すること。ただし、袋

路状道路の場合は、十字マーク又はＴ字マークを塗布しなくてよい。 
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交通安全施設（街路灯）の移管について 

 

交通安全施設（街路灯）は、以下の手順で「市管理」となるので、忘

れずに手続きを行うこと。手続き完了までは事業者の管理とする。なお、

初回の電気代の支払いは、事業者の負担とする。手続きの遅れで２回目

以降の電気代の支払いが発生しても市では負担できないので、速やかに

東京電力エナジーパートナー株式会社への申込書の写しと領収書の写し

を提出すること。 

 

街 路 灯 設 置 

 

東 電 申 込 手 続 き 

 

初 回 電 気 代 の 支 払 い 

 

申込書の写しと領収書の写しを市に提出 

 

市 が 東 電 に 移 管 手 続 き 開 始 

 

街 路 灯 移 管 手 続 き 完 了 


